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久喜市教育委員会令和６年１２月定例会 

 

開催月日 令和６年１２月２３日（月曜日） 

開催場所 鷲宮行政センター３階 庁議室１・２ 

開会時刻 午後１時３０分 

閉会時刻 午後２時１０分 

 

久喜市教育委員会令和６年１２月定例会議事日程 

第 １ 署名委員の指名 

    書記の指名 

    会議時間の決定 

第 ２ 前回会議録の承認 

第 ３ 教育長報告 

    ア 久喜市立小・中学校学区等審議会からの答申について 

    イ 久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱について 

    〔追加項目〕 

    ウ 久喜市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正す

る条例について（「久喜市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正」

部分） 

    エ 久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について（「久

喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条例の一部改正」部分） 

    オ 令和６年度久喜市一般会計補正予算（第９号）（案）に係る意見聴取について 

    カ 久喜市立小・中学校県費負担教職員の人事に関する内申について 

    キ 久喜市教育委員会事務局職員の人事について 

第 ４ 議事 

    議案第５７号 久喜市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

    〔追加項目〕 

    議案第５８号 久喜市教育委員会事務局職員の人事について 

第 ５ その他 

    次回定例会について 

配布資料 議案書、議案参考資料、教育長報告 

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件、審議・検討等情報を含む案件のため） 
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教育委員 

出席委員 ５名 

  教育長  柿 沼 光 夫       教育長職務代理者  諸 橋 美津子 

  委 員  山 中 大 吾            委 員  小野田 真 弓 

  委 員  渋 谷 克 美 

 

欠席委員 なし 

 

事務局 

  教育部長       野 原   隆 

  教育部副部長     野 川 和 男 

  参事兼指導課長    飯 野 純 子 

  参事兼文化振興課長  齋 藤 英 行 

  教育総務課長     白 石 雄 一 

  学校施設課長     甲 田 栄 二 

  学校給食課長     小 林 喜 則 

  生涯学習課長     小 林 幸 司 

 

  教育総務課 

  係長         相 園 浩 一 

  担当主査       関 口 慎 吾 

 

傍聴者 １人 
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               午後 １時３０分 

    ◎開会の宣言 

○教育長（柿沼光夫） 皆様、こんにちは。 

  今年も早いもので残り少なくなりました。令和６年は、元旦に能登半島地震が発生する

など、災害の多い年でありました。一方で、アメリカ大リーグではドジャースの大谷翔平

選手がメジャー史上初の 50 ホームラン、50 盗塁達成という快挙、またパリオリンピッ

ク・パラリンピックでも日本人選手の活躍があった年であります。 

  教育委員会関係では、全国学校給食甲子園で久喜市の献立が県代表に輝くという大変

うれしい話題もございました。市内幼稚園、小・中学校は、明日が２学期終業式、そして

３学期の始業式は来年１月８日となります。 

  それでは、早速でありますが、始めさせていただきます。 

  ただいまの出席者は、委員４名と私を含め５名であります。地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第 14条第３項の会議開催の規定にございます教育長及び在任委員の過半

数の出席要件を満たしておりますので、これより久喜市教育委員会令和６年 12月定例会

を開会いたします。 

    ◎開議の宣告 

○教育長（柿沼光夫） これより直ちに本日の会議を開きます。 

    ◎議事日程の報告 

○教育長（柿沼光夫） 本日の議事日程につきましては、当初議案１件、教育長報告２件の

審議、報告を予定しておりましたが、議案１件、教育長報告５件の追加がありますことか

ら、本日の日程にこれを追加したいと思いますが、いかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  それでは、議案第 58号及び教育長報告ウからキの合計６件を本日の日程に追加し、併

せてご審議いただきたいと存じます。 

  次に、会議の公開の是非についてお諮りいたします。 

  教育長報告イ、カ及びキ並びに議案第 58号につきましては、人事案件でありますこと

から、議案第 57 号につきましては、審議・検討等情報を含む案件でありますことから、

会議を公開しないこととさせていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、教育長報告イ、カ及びキ並びに議案第 57号及び議案第 58号につきましては、

会議を非公開とさせていただきます。 

    ◎会議録署名委員の指名 

○教育長（柿沼光夫） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、久喜市教育委員会会議規則第 22条第２項の規定により、教育長に
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おいて指名させていただきます。 

  本日は、諸橋委員と山中委員にお願いいたします。 

    ◎会議録作成者の指名 

○教育長（柿沼光夫） 会議録作成者は、教育総務課、関口担当主査にお願いします。 

    ◎会議時間の決定 

○教育長（柿沼光夫） 会議時間につきましては、本日の日程が全て終了するまでといたし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の日程が全て終了するまでといたします。 

    ◎前回会議録の承認 

○教育長（柿沼光夫） 日程第２、前回会議録の承認を求めます。 

  令和６年 11 月 25 日に開催いたしました令和６年 11 月定例会の会議録につきまして

は、あらかじめ委員各位のお手元に配付したとおりでございます。 

  お手元の会議録にご異議ございませんでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、会議録につきましてはご承認いただきました。 

  日程第３、教育長報告でございます。 

  報告事項につきましては、お手元の日程のアからキの７件でございます。 

    ◎教育長報告 ア 

○教育長（柿沼光夫） 初めに、ア、久喜市立小・中学校学区等審議会からの答申について

の報告です。 

  報告の内容につきましては、教育総務課長よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） 教育長報告ア、久喜市立小・中学校学区等審議会からの答申

についてご説明申し上げます。 

  教育長報告の１ページをお開きいただきたいと存じます。こちらは、11 月の教育委員

会定例会でご議決いただきました久喜市立鷲宮小学校等の通学区域についての諮問に対

する答申でございます。 

  初めに、（１）、久喜市立鷲宮小学校の通学区域につきましては、現に休校中の特例措置

といたしまして鷲宮小学校に通学していることから、上内小学校廃校後については、鷲宮

小学校の通学区域に上内小学校の通学区域を加えた通学区域を鷲宮小学校の通学区域と

することが適当と考えるとの答申をいただいたものでございます。 

  次に、（２）、（仮称）久喜市立鷲宮義務教育学校の通学区域につきましては、令和４年

３月 11日に同審議会から義務教育学校の設置に関する答申を行っていることから、この
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とおり鷲宮小学校の通学区域に上内小学校の通学区域を加えた後の通学区域とすること

が適当と考えるとの答申をいただいたものでございます。 

  今後は、本答申の内容を踏まえまして、久喜市立小・中学校の通学区域に関する規則の

改正に向けて準備を進めてまいります。 

  報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 

  次の教育長報告イにつきましては、先ほどご了解いただきましたとおり、非公開案件で

ありますことから、会議を非公開とさせていただきます。 

  傍聴人の皆さんは、一時退出をお願いいたします。 

               〔これより非公開とする〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午後 １時３５分  休  憩 

 

               午後 １時３５分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎教育長報告 イ 

○教育長（柿沼光夫） 次に、イ、久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱についての報告で

ございます。 

  報告の内容につきましては、各担当課長よりご説明いたします。 

  指導課長。 

〔非公開案件につき省略〕 

○教育長（柿沼光夫） ここで一旦会議の非公開を解きます。 

               〔非公開を解く〕 

○教育長（柿沼光夫） 傍聴人の入室を許可いたします。 

  暫時休憩いたします。 

               午後 １時４２分  休  憩 

 

               午後 １時４３分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎教育長報告 ウ 

○教育長（柿沼光夫） 次に、ウ、久喜市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例等の一部を改正する条例について（「久喜市教育委員会教育長の給与等に関する条例の

一部改正」部分）の報告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育総務課長よりご説明いたします。 
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  教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） 教育長報告ウ、久喜市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例等の一部を改正する条例について（「久喜市教育委員会教育長の給与等に関

する条例の一部改正」部分）についてご説明いたします。 

  教育長追加報告の資料１ページをお開きください。この一部改正条例につきましては、

久喜市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、久喜市長及び副市長の給与

等に関する条例及び久喜市教育委員会教育長の給与等に関する条例、以上３本の条例に

つきまして一括して改正するものとなっております。 

  初めに、改正の内容についてご説明させていただきます。本年の人事院勧告及び埼玉県

人事委員会勧告では、期末勤勉手当の年間支給割合を 0.1 月分引き上げ、年間 4.5 月分

から 4.6月分とする勧告が行われ、この勧告に基づき、既に国家公務員の給与改定に係る

関連法案が可決成立したところでございます。このことから、久喜市の一般職職員の給与

につきましても国家公務員の給与改定に準じた内容で改定を行うこととし、久喜市議会

の議員、市長、副市長及び教育長の期末手当につきましても同様の改定を行うものでござ

います。 

  それでは、教育長に係る改正内容につきましてご説明申し上げます。初めに、第１条に

つきましては、久喜市教育委員会教育長の給与等に関する条例第６条第２項に規定して

おります期末手当の 12月期の支給割合を 0.1月分引き上げ、現行の 2.25月分を 2.35月

分に改めるものでございます。 

  次に、第２条につきましては、ただいまの第１条の規定による改定後の令和６年度の期

末手当の年間支給割合を変更せずに、令和７年度以降の６月期及び 12月期の支給割合を

それぞれ 2.3月分とし、均等に配分するよう改めるものでございます。 

  続いて、附則の関係でございます。第１項は、施行期日に関する規定でございまして、

この改正条例は公布の日から施行するものでございますが、第２条の支給割合を均等に

配分する規定につきましては令和７年４月１日から施行するものでございます。 

  次に、第２項は適用に関する規定でございます。第１条の支給割合を引き上げる規定に

つきまして、令和６年 12月１日から適用するものでございます。 

  次に、第３項でございますが、改正前の条例の規定に基づいて既に支給された期末手当

につきましては、改正後の条例に基づき支給されることとなる期末手当の内払いとする

みなし規定でございます。 

  報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 

    ◎教育長報告 エ 

○教育長（柿沼光夫） 次に、エ、久喜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正す
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る条例について（「久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条例の一部改正」

部分）の報告でございます。 

  報告の内容につきましては、指導課長よりご説明いたします。 

  指導課長。 

○参事兼指導課長（飯野純子） 教育長報告エ、久喜市一般職職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例について（「久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条

例の一部改正」部分）につきましてご説明させていただきます。 

  令和６年 10 月 17 日に埼玉県人事委員会から職員の給与等に関する報告（意見）及び

勧告があり、県の教育職については、これを踏まえ、給与改定及び総合的な見直しによる

給与表や勤勉手当の改正を行うことになりました。久喜市任期付市費負担教職員の給与

や諸手当の支給については、県の教育職に準じていることから、給与等について県と同様

の扱いとするため、久喜市議会令和６年 11月定例会議に久喜市一般職職員の給与に関す

る条例等の一部改正として、人事課において一括して議案上程されたところでございま

す。 

  それでは、内容についてご説明いたします。教育長追加報告の５ページを御覧ください。

第４条が久喜市任期付市費負担教職員の任用、給与等に関する条例の一部改正でござい

ます。別表第１の市費負担教職員の給料表につきまして、埼玉県人事委員会から勧告のあ

りました教育職給料表に準拠して改定させていただいております。新旧対照表につきま

しては、29ページ以降を御覧いただきたいと思います。 

  次に、附則についてでございます。初めに、22ページ、附則の２でございます。第４条

の規定による改正後の別表１、市費負担教職員の給料表の規定につきましては、令和６年

４月１日から適用するものでございます。 

  次に、附則３でございます。第４条の規定による改正前の条例に基づいて支給された給

与については、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすものでございます。 

  以上が概要についてのご報告でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 

    ◎教育長報告 オ 

○教育長（柿沼光夫） 次に、オ、令和６年度久喜市一般会計補正予算（第９号）（案）に

係る意見聴取についての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育総務課長よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） 教育長報告オ、令和６年度久喜市一般会計補正予算（第９号）

（案）に係る意見聴取につきましてご説明申し上げます。 

  このたびの補正予算案につきましては、久喜市議会令和６年 11月定例会議に令和６年
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12月 20日に提案されたものでございまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第 29条の規定に基づき、教育費に係る部分につきまして 12月 18日付で梅田市長より意

見聴取の諮問があり、回答期限が同日となってございましたことから、教育長専決にて原

案に同意する旨、答申させていただいたものでございます。 

  それでは、補正予算案の内容につきましてご説明させていただきます。お配りしており

ます別冊資料、令和６年度久喜市一般会計補正予算（第９号）を御覧ください。教育費全

体の人件費部分の補正についてご説明申し上げます。 

  本年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じまして、先ほど条例改正につ

いて教育長報告をさせていただきましたが、教育長の給与のほか、本市の行政職給料表を

改める条例改正が久喜市議会令和６年 11月定例会議にて議決されたところです。本補正

予算案につきましては、この改定を踏まえまして、教育長給与のほか、一般職職員、会計

年度任用職員等の人件費の増額補正を行うものでございます。 

  教育費に係る歳出補正予算につきましては、26ページから 33ページに記載しておりま

して、特別職給与費、職員給与費及び会計年度任用職員給与費についてそれぞれ増額とな

っております。 

  報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 

  次の教育長報告カから議案第 58号につきましては、先ほどご了解いただきましたとお

り、非公開案件でありますことから、会議を非公開とさせていただきます。 

  傍聴人の皆さんは、一時退出をお願いいたします。 

               〔これより非公開とする〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午後 １時５１分  休  憩 

 

               午後 １時５１分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

  次の教育長報告カ及びキにつきましては、教職員及び事務局職員の人事に関する案件

でありますことから、部長、副部長、教育総務課長及び所管の所属長を除く事務局職員に

つきましては退出をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

               午後 １時５２分  休  憩 

 

               午後 １時５３分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 
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    ◎教育長報告 カ 

○教育長（柿沼光夫） 次に、カ、久喜市立小・中学校県費負担教職員の人事に関する内申

についての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、指導課長よりご説明いたします。 

  指導課長。 

〔非公開案件につき省略〕 

    ◎教育長報告 キ 

○教育長（柿沼光夫） 次に、キ、久喜市教育委員会事務局職員の人事についての報告でご

ざいます。 

  報告の内容につきましては、指導課長よりご説明いたします。 

  指導課長。 

〔非公開案件につき省略〕 

○教育長（柿沼光夫） 事務局職員の入室をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

               午後 １時５６分  休  憩 

 

               午後 １時５６分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

  以上で教育長報告を終了いたします。 

  日程第４、議事に入ります。 

    ◎議案第５７号 

○教育長（柿沼光夫） 初めに、議案第 57号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の１ページを御覧ください。 

  議案第 57号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

〔非公開案件につき省略、全員の賛成により原案どおり可決〕 

○教育長（柿沼光夫） 次の議案第 58号につきましては、事務局職員の人事に関する案件

でありますことから、部長、副部長、教育総務課長及び所管の所属長を除く事務局職員に

つきましては退出をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

               午後 ２時０５分  休  憩 

 

               午後 ２時０５分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎議案第５８号 

○教育長（柿沼光夫） 次に、議案第 58号を上程し、これを議題といたします。 



- 10 - 

  追加議案書の１ページを御覧ください。 

  議案第 58号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

〔非公開案件につき省略、全員の賛成により原案どおり可決〕 

○教育長（柿沼光夫） 事務局職員の入室をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

               午後 ２時０８分  休  憩 

 

               午後 ２時０８分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

  これをもちまして会議の非公開を解きます。 

               〔非公開を解く〕 

○教育長（柿沼光夫） 傍聴人の入室を許可いたします。 

  暫時休憩いたします。 

               午後 ２時０９分  休  憩 

 

               午後 ２時０９分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

  以上をもちまして、本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。 

    ◎その他 

○教育長（柿沼光夫） 日程第５、その他の次回の定例会についてでございます。 

  開催日の案について事務局より説明いたします。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） 次回定例会につきましてご提案申し上げます。 

  次回は、令和７年１月 21日火曜日午前 10時から、会場は鷲宮行政センター３階、庁

議室１・２で開催ということをご提案申し上げます。 

  以上です。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの提案につきまして、ご都合はいかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、次回の定例会は１月 21日火曜日、時間は午前 10時か

ら、会場は鷲宮行政センター３階、庁議室１・２とさせていただきます。詳細は追って

事務局からお知らせいたします。 

               午後 ２時１０分 

    ◎閉議、閉会 

○教育長（柿沼光夫） これをもちまして久喜市教育委員会令和６年 12 月定例会を閉議、

閉会といたします。  
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会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためここに署名する。 
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